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◎　政策の基本情報

２　成果指標の達成状況

３　政策に対する各施策の達成度
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小学校入門期（小学
校1年生の4～5月）
における学校生活へ
の適応率（％）

89.5 86.0 90.0 a 87.0
就学前教
育の充実

89.4

b 80.0 ↗ B

a 88.0 ↘ A

2
基本的に生活習慣
が身についている子
どもの割合（％）

77.1 80.0 78.1 b 80.0 79.2
家庭の教
育力向上

b 90.0 ↗

C63.6 a 60.0 ↗

88 c 0 ↗

1
子育て支
援の充実

市の子育て相談体
制に満足している保
護者の割合（％）

83.2 90.0 84.4 b 90.0 89.0

子育て支援サービス
(延長保育、一時預
かり、体調不良児保
育）を実施可能な施
設の割合（％）

56.9 60.0 61.5 a 60.0

保育所の待機児童
数（人）

58 27 93 c 8

H30 R1

達成度 [達成状況に関する背景・要因]

Ａ

平成30年度の実績値において、目標値を上回っている。計画期間中において、医療費助成の高校生までの拡充や
病後児保育室の開設など子育て環境の向上に資する事業が充実したこと、市が実施している子育てに関する事業
が、広報等さまざまな情報発信により市民への周知が図られ、市民に理解されてきたことが要因と思われる。

№ 施策名 成果指標名
Ｈ27

(基準年度)
H29 H30 R1 前年実績

との比較
達成度

現状値 目標値 実績値 達成度 目標値 実績値 達成度 目標値 見込み

成果指標名
成果指標設定の考え方

（なぜ、この指標で成果を測ることにしたのか）

成果指標の測定企画
(どのように実績を把握する
のか）

単位 区分
Ｈ27

（基準年度）
H29 R5

子育てしやすいまちだ
と感じる市民の割合

保護者が安心して子育
てできるよう市が行う子育
て支援に対する総合的
な満足度を示す指標。増
加を目指す。

出典：花巻市（市民
アンケート）
問：花巻市は子育
てしやすいまちだと
思いますか。
（1）そう思う　（2）ど
ちらかというとそう思
う　（3）どちらかとい
うとそう思わない
（4）そう思わない
（5）どちらともいえ
ない　（6）子どもが
いないのでわから
ない　（7）無回答
（1）（2）と答えた市
民/全体から（6）
（7）と答えた市民を
除く

目標値 61.6 62.3 63.0 66.0

実績値 59.5 58.3 62.5 -

政　策　評　価　シ　ー　ト　（ 平 成 ３ ０ 年 度 実 績 評 価 ） 

総
合
計
画
中
期
プ
ラ
ン

政策№ 3-1 政策名 子育て環境の充実
政策の

目指す姿

子育てに喜びを感じ、安心し
て、健やかな成長を育んでいま
す

政策
主管課

こども課
政策主管
課長名

今井　岳彦

政策の方針

　少子化が進行する中、花巻の次世代を担う就学前の子どもたちが健やかに育つためには、子育て環境の充実を図る必要
があります。
　そのために、親が安心して子育てができるように様々な支援を行います。また、子どもが基本的生活習慣を身につけられる
よう家庭の教育力向上を図るとともに、保育園、幼稚園から小学校へスムーズな接続ができるように就学前教育に取り組み
ます。

－政策評価シート1－
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４　政策の総合的な評価

５　政策を構成する施策一覧
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施策名 就学前教育の充実
施策の成果指標の

達成状況
Ｈ29 A Ｈ30 A

[課題]
・はなまき保幼一体研修について、内部講師による研修は回数が増えたことから参加者は増加しているが、外部講師による研修会の回
数が減少したことにより参加者が減少している。

[今後の方向性]
・事業目的を達成するための研修のあり方について検討するとともに、併せて事業成果の測定方法についても検討する。
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施策名 家庭の教育力向上
施策の成果指標の

達成状況
Ｈ29 B Ｈ30 B

[課題]
・基本的生活習慣について、朝食摂取や歯磨きについては約９割の家庭で定着がみられる一方、テレビ視聴・ゲーム使用ルールにつ
いては家族でニコニコチャレンジの推進により、意識している家庭は増加しているものの、家庭での定着は６割にとどまっている。

[今後の方向性]
・家族でニコニコチャレンジチャレンジを実施する際に各保育施設にご協力いただき、「テレビ視聴・ゲーム使用ルールを守ろう」に各家
庭が取り組みやすい環境をつくる。

④ ③ ②

☆

1

施策名 子育て支援の充実
施策の成果指標の

達成状況
Ｈ29 C Ｈ30 C

[課題]
・待機児童数は幾分減少したものの、依然として90人近い待機児童が発生している。
・準要保護世帯の認定は、生活保護基準を参考に認定している。生活保護基準は５年ごとに改正され、現在は平成25年７月現在の基
準を参考にしているが、平成30年10月に生活保護基準が改正されたことから、改正された基準に置き換えた場合の影響を見極める必
要がある。

[今後の方向性]
・施設整備は進んでいることから、保育士確保にさらに取り組む必要がある。
・平成30年10月に行われた生活保護基準の改正に伴う影響を見極め、必要な改正を行う。

評価区分 政策の課題と要因 A

Ｂ

Ｃ

A-③
概ね順調に進んでいる。特に家庭教育力の向上と就学前教育の充実については
順調であり、事務事業の実施による効果によると思われる。一方、子育て支援の充
実がやや遅れており、依然として保育園入所の待機児童が解消されないことが課
題となっている。公立園の増設や私立保育施設等への施設整備補助により、入所
定員は増加しているものの、従事する保育士の確保が進まず、児童の受入れが予
定どおり進まないことが要因である。概ね順調 Ｄ

政策に対する施策の達
成度

成
果
指
標
達
成
度

①

－政策評価シート2－


